
第一次復興ビジョン素案中間報告（案）の修正概要について 

 

当初予定しておりました１２月中の第一次復興ビジョン素案策定については、前回の有

識者会議及び検討委員会でのご意見等を踏まえ大幅な構成の改編をしたことや、１月にか

けるパブリックコメントによる修正も想定されるため、表題にあるように中間報告（案）

という形で取りまとめました。 

 

委員各位よりのご意見をもとに、事務局で中間報告（案）を整理するにあたり主眼を置

いた点については、下記のとおりとなっております。 

 

記 

○「復興ビジョン策定にあたって」と「復興ビジョンたたき台」の統合【P1～3】 

  

○「5.復興の理念」の修正【P4】 

 理念と理念の説明をする文章の対応関係が明確になるよう修正。 

 

○「6.復興の基本方針」の修正【P5】 

 7本の主要な施策を体系的に整理するための 3つの方針から、理念を説明する文章に対応

した 3つの方針に修正。 

 

○「7.復興までの道筋」の修正【P6】 

 直近・短期・中期・長期目標の 4区分から、短期、中期、長期ビジョンの 3区分に修正。 

  

○「7-1短期における達成目標～7-3長期における達成目標」【P7以降】 

 「復興に向けた主要な施策」の施策体系としての分類から、震災発生からの 3 年間に実

施すべきことに重点を置き、短期、中期、長期の 3 区分の期間に分類をし直した。 
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【中期ビジョン】 

 

震災より５年 

（～H28年３月） 

 

復旧実現期 

 

【長期ビジョン】 

 

震災より 10年 

（～H33年３月） 

 

復興実現期 

 

【短期ビジョン】 

 
震災より３年 

（～H26年３月） 

 

緊急復旧期 

安全・安心な暮らしを取り

戻そう 

 

当面の避難生活を乗り越える

とともに“絆”を深め、なみ

えの心を未来につなごう 

 

震災前より暮らしやすい、元

気なまちを実現しよう 

 

当面の避難期における生活

の安定 

 

町民となみえを繋ぐ“絆”の

深化 

 

産業の復興と創造 

将来のなみえを担う人づく

り 

みんなが健康で暮らすまち

づくり 

 

防災・減災に配慮したまち

づくり 

 

放射線の不安がないまち

づくり 

 

【短期における取組み】 

 

避難生活支援 

賠償対策 

絆づくり 

復興住宅の整備 

放射線及び健康管理 

除染 

インフラの復旧 

就労支援 

事業者支援 

農林水産業インフラ復旧 

コミュニティビジネスの

創出 

         等々 

 

※中・長期での取組みにつ

いても検討・準備・先行実

施を図る 

 

【中・長期での取組み】 

 

生涯の絆の維持 

恒久的な住宅の確保 

生活基盤の再生 

高線量地域や山林を含め

た、徹底した除染 

交通ネットワークの再生 

津波被災地の再生 

高度先進医療・研究機関の

誘致 

再生可能エネルギー産業

の集積 

 

等々 

短 期 ビ

ジ ョ ン

へ反映 

中期ビ

ジョン

へ反映 

長 期 ビ

ジ ョ ン

へ反映 
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